
「SDGs de 地方創生」カードゲーム公認ファシリテーターになりませんか？ 

～西条市 SDGs カードゲーム公認ファシリテーター養成講座受講料助成要項～ 

 

令和 4年 8月 22日作成 

 

 

 

令和 3 年 5 月に内閣府から SDGs 未来都市の選定を受け、市民総参加で SDGs の推進を目指

す西条市では、より多くの市民の方にSDGsの本質的な理解を促していくことを目的に、「SDGs de 地

方創生」カードゲーム（以下、「カードゲーム」という。）公認ファシリテーター養成講座の受講料を助

成し、公認ファシリテーターとして活動する人を募集します。 

 

１ 公認ファシリテーター認定の流れ 

 

（1） 本市で開催するカードゲームに参加（過去に参加経験のある方は参加していただく必要はあ

りません） 

（2） 運営団体である特定非営利活動法人イシュープラスデザイン（以下、「運営団体」という。）

が開催する公認ファシリテーター養成講座（Zoomオンライン講座）を受講 

（3） 補助員としてカードゲームに参加 



 

 

２ 対象者 

 次のいずれかを満たす方 

（1） 西条市内にお住まいの方 

（2） 西条市内の事業所・学校などに通勤・通学している方 

（3） 西条市 SDGs パートナーに加入している団体に所属している方 

 

３ 応募条件 

 次のすべてを満たす方 

（1） 令和４年度内にカードゲーム公認ファシリテーターの認定を受ける意志のある方 

（2） 公認ファシリテーター養成講座の受講料（以下、「受講料」という。）の立て替え払い等が可能

な方（以下、6費用参照） 

（3） 公認ファシリテーター認定後、西条市の指定するカードゲームにおいて公認ファシリテーターの

活動を実施できる方（以下、7公認ファシリテーター認定後の活動を参照） 

 

４ 募集定員 

 5人（先着順） 

 

５ 募集期間 

定員に達し次第募集終了 



６ 費用 

（1） 受講料 0円 

※ 受講前に運営団体にご自身で受講料 132,000円をお支払いいただき、公認ファシリテー

ターの認定を受けられた後に全額助成します。 

※ 受講にかかる通信費用等は自己負担となります。 

（2） 「YOUTH支援寄付（注）」 1,000円/月（毎月払い）分 

（注）運営団体が次世代のファシリテーター養成を行うことを目的とした寄付制度 

※ 公認ファシリテーターとしての活動期間中、運営団体に直接支払う必要があります。 

※ 高校生の間は支払いが免除されます。 

（3） その他 

※ その他、公認ファシリテーター認定後、運営団体等との間で新たに生じる費用は受講者

のご負担となります。 

 

７ 公認ファシリテーター認定後の活動 

（1） 活動内容 

① 西条市または西条市 SDGs推進協議会（パートナー含む）が主催するカードゲーム 

※ 令和 5 年度から令和 7 年度の間に 3 回以上ファシリテーターとしての活動にご協力くだ

さい（原則として無償となります）。 

※ ファシリテーターになりたいけれども、上記の条件での活動が難しい高校生の方は、別途

ご相談ください。 

② 他団体または自身が主催するカードゲーム 

※ 西条市内外を問わず、お引き受けいただいて問題ありません。 

※ 運営団体の条件を満たすことで、謝金等を受け取っていただくことも可能です。 

（2） 活動期間 

    ※ (1)①の活動内容を実施していただくことを前提に、ご自身で活動期間を決定してください。 

 

８ 申込方法 

 専用フォームから申込み 

  

※専用フォーム URL https://logoform.jp/form/Rodr/139600 

 

https://logoform.jp/form/Rodr/139600


９ その他留意事項 

（1） 公認ファシリテーターの試験に合格できなかった場合は、受講料の返金は行いません。 

※基本的に不合格になることはなく、公認ファシリテーター養成講座をしっかり受講していただく

ことで、ほとんどの方が合格しています。 

（2） 公認ファシリテーター養成講座を受講できなかった、または事前に受講できないことが明確と

なった場合は、速やかにご連絡ください。（運営団体側からキャンセル料を請求された場合は

受講者の負担となります） 

（3） 必ず、運営団体が発行する「公認ファシリテーター養成講座受講検討のみなさまへ」をご一読

ください。 

※運営団体ＨＰ https://test.sdgslocal.jp/ 

※「公認ファシリテーター養成講座受講検討のみなさまへ」  https://sdgslocal.jp/wp-

content/uploads/2021/11/dear_facilitators211201.pdf 

 

１０ お問合せ 

 LOVE SAIJOポイント相談窓口 

（1）電話対応（コールセンター） 

0897-66-9852 

【対応時間】平日 9：00～17：00 

（2）窓口対応 

【場所】ハートステーション TSUTAYA西条陣屋西店(西条市明屋敷 331番地) 

【対応時間】平日 10：00～17：00 

（3）メール対応 

saijo@heartnetwork.jp 

https://test.sdgslocal.jp/
https://sdgslocal.jp/wp-content/uploads/2021/11/dear_facilitators211201.pdf
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